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水
田
　
恒
二
　
議
員

防
災
対
策
を
考
え
る

問①
身
体
障
害
者
の
防
災
を
考

え
る
宿
泊
型
防
災
訓
練
に
、

市
と
し
て
全
面
的
に
支
援

を
。

②
災
害
時
要
援
護
者
名
簿
の

在
り
方
、
利
用
法
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

③
非
常
用
設
備
は
、
定
期
的

に
稼
働
さ
せ
万
一
に
備
え
よ
。

答�

武
田
市
民
福
祉
部
長

①
愛
媛
県
身
体
障
害
者
団
体

連
合
会
か
ら
、
身
体
障
害
者

避
難
所
体
験
キ
ャ
ン
プ
の
実

施
に
対
す
る
協
力
要
請
を
受

け
た
。
本
市
と
し
て
も
、
東

日
本
大
震
災
の
教
訓
と
南
海

地
震
に
備
え
る
た
め
、
訓
練

の
実
施
は
有
意
義
で
あ
る
の

で
、
地
元
開
催
市
と
し
て
、

関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら

協
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

答
　
長
尾
総
務
部
長

②
本
市
で
は
、
平
成
２４
年
３

月
に
全
面
改
定
し
た
災
害
時

要
援
護
者
支
援
計
画
に
基
づ

き
、
対
象
者
の
登
録
・
更
新

を
行
っ
て
お
り
、
現
在
７
６

０
人
が
登
録
し
て
い
る
。

　

災
害
時
は
必
要
に
応
じ

て
、
消
防
署
や
消
防
団
等
へ

名
簿
を
提
供
し
、
救
助
活
動

や
避
難
支
援
で
活
用
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
今
後
も

引
き
続
き
災
害
時
要
援
護
者

支
援
制
度
の
周
知
に
努
め
、

登
録
者
数
の
拡
大
と
活
動
内

容
の
充
実
を
図
り
た
い
。

③
消
防
法
等
の
規
定
に
よ
る

半
年
に
１
回
の
機
器
点
検
で

は
、
消
防
用
設
備
等
の
種
類

に
応
じ
た
適
正
な
配
置
、
損

傷
及
び
機
能
に
つ
い
て
、
外

観
ま
た
は
簡
易
な
操
作
に
よ

り
確
認
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
年
に
１
回
の
総
合

点
検
で
は
、
消
防
用
設
備
等

の
全
部
ま
た
は
一
部
を
作
動

さ
せ
、
総
合
的
な
機
能
を
確

認
し
て
い
る
。

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

問①
貸
室
の
予
約
方
法
を
公
民

館
等
と
同
様
に
固
定
し
た
曜

日
に
定
期
的
に
使
え
な
い

か
。

②
施
設
の
建
設
計
画
時
か

ら
、
障
害
者
と
密
接
な
連
携

を
と
っ
て
進
め
て
ほ
し
い
。

答�

武
田
市
民
福
祉
部
長

①
市
民
に
広
く
利
用
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

定
期
的
に
利
用
す
る
特
定
グ

ル
ー
プ
の
み
の
固
定
予
約
は
、

他
の
市
民
に
対
し
て
不
公
平

な
扱
い
に
つ
な
が
る
の
で
、

現
在
の
と
こ
ろ
見
直
し
は
考

え
て
い
な
い
。
今
後
、
一
定

期
間
施
設
を
運
営
す
る
中

で
、
利
用
者
の
統
一
的
な
意

見
や
要
望
等
が
あ
れ
ば
、
見

直
し
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

答
　
長
尾
総
務
部
長

②
今
後
、
計
画
中
の
施
設
に

つ
い
て
は
、
使
用
す
る
方
の

意
見
や
要
望
を
聞
き
な
が
ら
、

予
算
の
許
さ
れ
る
範
囲
で
、

よ
り
よ
い
も
の
と
な
る
よ
う

設
計
を
進
め
た
い
。
ま
た
、

施
設
全
般
に
つ
い
て
も
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
新
法
等
に
基
づ

き
、
高
齢
者
や
身
体
障
害
者

の
方
々
も
利
用
し
や
す
い
環

境
づ
く
り
を
心
が
け
た
い
。

 

父
子
家
庭
に
も
医
療
費
の

助
成
を
求
め
る

問①
父
子
家
庭
に
も
、
母
子
家

庭
同
様
に
医
療
費
の
助
成
を

し
て
は
ど
う
か
。

②
医
療
費
以
外
に
も
、
母
子

家
庭
に
対
す
る
福
祉
施
策
を

父
子
家
庭
に
も
通
用
で
き
る

よ
う
に
配
慮
し
て
ほ
し
い
。

答
　
武
智
市
長

①
父
子
家
庭
は
、
県
下
で
７

５
８
４
世
帯
、
本
市
で
２
１

４
世
帯
と
推
計
し
て
い
る
。

　

医
療
費
助
成
は
、
国
・
県

等
か
ら
の
支
援
制
度
は
な
い

が
、
今
後
、
実
施
し
て
い
る

東
温
市
等
の
事
例
も
参
考
に

し
て
検
討
を
行
い
た
い
。

答�

武
田
市
民
福
祉
部
長

②
父
子
家
庭
が
受
け
ら
れ
る

支
援
策
は
限
ら
れ
て
お
り
、

母
子
家
庭
と
の
支
援
制
度
の

格
差
を
是
正
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

今
後
は
、
一
層
の
支
援
の

充
実
を
関
係
機
関
と
連
携
を

密
に
し
て
、多
様
化
す
る
ニ
ー

ズ
や
意
見
を
踏
ま
え
、
国
・

県
等
の
動
向
を
注
視
し
な
が

ら
対
応
し
た
い
。

そ
の
他
の
質
問
事
項

○
上
屋
問
題

○
障
害
者
の
就
労
支
援

総合保健福祉センター（伊予市尾崎）


